
 
 

一

 
 
 

国
会
議
員
未
納
付
国
民
年
金
保
険
料
に
係
る
公
表
及
び
特
例
保
険
料
の
納
付
に
関
す
る
法
律
（
案
） 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
国
会
議
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
係
る
国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
付
し
て
い
な
か
っ
た
国
会
議
員
が

あ
る
こ
と
が
、
国
会
及
び
年
金
制
度
に
対
す
る
国
民
の
著
し
い
不
信
を
招
い
た
こ
と
に
か
ん
が
み
、
国
会
議
員
が
自
ら
を
律

す
る
た
め
国
会
議
員
未
納
付
国
民
年
金
保
険
料
に
係
る
公
表
及
び
特
例
保
険
料
の
納
付
を
行
う
こ
と
等
に
つ
い
て
定
め
る
も

の
と
す
る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
会
議
員
未
納
付
国
民
年
金
保
険
料
」
と
は
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四

十
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
で
あ
っ
た
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
以
降
の
国
会
議
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
係
る

国
民
年
金
の
保
険
料
で
納
付
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
（
こ
れ
を
徴
収
す
る
権
利
が
時
効
に
よ
り
消
滅
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を

い
う
。 

 

（
公
表
） 

第
三
条 

社
会
保
険
庁
長
官
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
速
や
か
に
、
国
会
議
員
未
納
付
国
民
年
金
保
険
料
が
あ
る
国
会
議
員
に



 

二

つ
い
て
、
そ
の
氏
名
及
び
未
納
付
期
間
（
国
会
議
員
未
納
付
国
民
年
金
保
険
料
に
係
る
国
民
年
金
の
被
保
険
者
期
間
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
特
例
保
険
料
の
納
付
） 

第
四
条 

国
会
議
員
未
納
付
国
民
年
金
保
険
料
が
あ
る
国
会
議
員
は
、
平
成
十
六
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
、
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
国
民
年
金
法
第
八
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
保
険
料
の
額
に
未
納
付
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
特

例
保
険
料
と
し
て
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
保
険
料
納
付
済
期
間
へ
の
不
算
入
） 

第
五
条 

前
条
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
特
例
保
険
料
の
算
定
の
基
礎
と
な
っ
た
未
納
付
期
間
の
月
数
は
、
保
険
料
納
付
済

期
間
（
国
民
年
金
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
料
納
付
済
期
間
を
い
う
。
）
に
算
入
し
な
い
。 

 

（
社
会
保
険
料
控
除
の
規
定
の
不
適
用
） 

第
六
条 

第
四
条
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
特
例
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第

七
十
四
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
国
会
議
員
で
あ
っ
た
者
に
よ
る
特
例
保
険
料
の
納
付
） 



 
 

三

第
七
条 

国
会
議
員
未
納
付
国
民
年
金
保
険
料
が
あ
る
者
（
第
四
条
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
六
年
六
月
三
十

日
ま
で
に
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
民
年
金
法
第
八
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
保
険
料
の
額
に
未
納
付
期
間

の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
特
例
保
険
料
と
し
て
国
に
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
二
条
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
さ
れ
た
特
例
保
険
料
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
例
保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
九
十
九

条
の
二
及
び
所
得
税
法
第
七
十
八
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

（
国
民
年
金
特
別
会
計
法
の
適
用
の
特
例
） 

第
八
条 

第
四
条
及
び
前
条
第
一
項
の
特
例
保
険
料
は
、
国
民
年
金
特
別
会
計
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
四

条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
年
金
特
別
会
計
の
国
民
年
金
勘
定
の
歳
入
と
す
る
。 

 

（
特
例
保
険
料
に
関
す
る
事
務
） 

第
九
条 

第
四
条
及
び
第
七
条
第
一
項
の
特
例
保
険
料
に
関
す
る
事
務
は
、
社
会
保
険
庁
が
行
う
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 

四

 



 
 

五

 
 
 
 

 

理 

由 

 

国
会
議
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
係
る
国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
付
し
て
い
な
か
っ
た
国
会
議
員
が
あ
る
こ
と
が
、
国
会
及

び
年
金
制
度
に
対
す
る
国
民
の
著
し
い
不
信
を
招
い
た
こ
と
に
か
ん
が
み
、
国
会
議
員
が
自
ら
を
律
す
る
た
め
国
会
議
員
未
納

付
国
民
年
金
保
険
料
に
係
る
公
表
及
び
特
例
保
険
料
の
納
付
を
行
う
こ
と
等
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の

法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


